


ごあいさつ

船舶海洋分野の「技術」と「ものづくり」で、社会の発展に貢献する。

経 営理念

最大の財産である“人”を育て、魅力ある職場を実現します。

高い技術力で、お客様のニーズに幅広く、タイムリーに応えます。

海洋立国日本の発展と安全・安心に貢献します。

高い収益力を実現し、世界のリーディングカンパニーを目指します。

公正で透明性のある企業活動を行い、社会から信頼される会社となります。

経 営方針

行動指針

お客様の視点で考える。

利益を追求する。

地域・社会の信頼に応える。

常に挑戦する。

　当社は、「船舶海洋分野の『技術』と『ものづくり』で社会の発展に貢

献する。」ことを企業理念として、長期に社会から必要とされ、存続でき

る企業を目指しており、これを実現するために、ESG（環境、社会、ガバナ

ンス）の問題に積極的に取り組み、社会的責任を果たし、企業価値を高

めていくことを前提とした経営を実践していきます。

　まず、「環境」については、地球温暖化対策として、世界の主要各国が

カーボンニュートラルの達成目標の前倒しを宣言する中で、国際海運の

分野でも、2021年のIMO委員会において、日・米・英等と共同で「2050年

カーボンニュートラルを世界共通の目標として掲げるべきである」との提

言がなされ、2023年の目標見直しに向けて検討が進められています。

　当社は、環境性能の高い船舶づくりにおいて、世界トップクラスの技術

を保有していると自負しており、この技術を活用しさらに発展させること

により、国際海運業におけるゼロエミッションの課題実現に向けて活動

を継続していきます。

　また、洋上風力発電関連においても、保有する海洋技術を生かし、洋

上風力浮体構造物、SEP船、作業船などの分野に積極的に取り組み、自

然エネルギーの利用拡大にも貢献していきたいと考えています。

　次に、「社会」については、人を育てて魅力ある職場を実現することで、

品質・安全・安心の観点から社会に貢献できる企業を目指していきます。

「JMU人財方針」を策定し、社員一人ひとりが能力を最大限発揮し、やり

がいや喜びをもって、働いていける職場づくりを進めています。

　最後に、「ガバナンス」については、公正で透明性のある企業活動を行

なうために、意思決定の手続きのルール化、コンプライアンス強化、リス

クマネジメントの徹底を図り、健全かつスピード感のある企業運営を実

現します。

　以上の活動状況をESGレポートとして総括しました。株主、お客様、取

引会社従業員、地域の皆様ほかのステークスホルダーの方々にご一読い

ただければ幸甚です。

2022年9月

1995
IHIの船舶部門と
住友重機械工業の
艦艇部門の共同出資により
マリンユナイテッド（MU）設立

2013
1853
石川島造船所創設

1945
石川島重工業に社名変更

1960

石川島重工と播磨造船所の合併
により石川島播磨重工業（IHI）発足

ユニバーサル造船と
アイ・エイチ・アイ 
マリンユナイテッドが経営統合。
ジャパン マリンユナイテッド発足

1881
大阪鉄工所創立

1943
日立造船に改称

1940

日本鋼管、
鶴見製鉄造船を合併

1988
呼称をNKKに統一

1912
日本鋼管設立

1893

東京石川島造船所に
社名変更

1893
浦賀船渠設立

1969
住友重機械工業設立

2002
IHIの船舶海洋事業が分社化、MUと統合し、
アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド
（IHI MU）に社名変更

2002
日立造船・日本鋼管の船舶部門が経営統合し、
ユニバーサル造船発足

HISTORY沿革

JFEホールディングス株式会社

日立造船株式会社

株式会社IHI

住友重機械工業株式会社

ジャパン マリンユナイテッド株式会社
代表取締役社長

千葉 光太郎

100年後も必要とされ続ける企業を目指して

2021年の

TOPICS
※グリーンイノベーション基金：2050年カーボンニュートラルを実現すべく国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）に設置された基金

グリーンイノベーション基金※の
支援を得て次世代船舶の
開発を加速！

E
セミサブ型洋上風力の
実現へ前進！

E
安全意識の向上を図るため
小冊子『安全対話BOOK』を制作。
製造部門全員に配布！

S
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参考資料　Forth IMO Greenhouse Gas Study 2020

EEDI：
個船排出：
総排出量：

Energy Efficiency Design Index
国際海域全体に於ける単位輸送あたりの平均CO₂排出量
国際海運全体の年間排出量

重要な課題

環境

我が国の造船業界のリーディングカンパニーとして
培われた技術を生かして環境負荷を低減し
持続可能な海洋保全に貢献します。

企業価値向上と持続的成長を果たすために

ESG重要課題

● GHG（温室効果ガス）排出量削減のための次世代省エネ船の開発と建造

CHAPTER 01 ENVIRONMENT

取り組みのポイント

環境型船舶の開発と建造

　国際海事機関（以下IMO）が国際海運分野からの
GHG排出量を2050年までに半減させ、今世紀中に早
期にゼロとする目標を掲げました。当社は、中長期的な

脱炭素に向けて、省エネ技術の向上、実海域性能向上、
新燃料導入などに注力し、GHGの実質排出量削減に
貢献していきます。

国際海事機関（IMO） GHGゼロエミッション化と当社の対応

EEDI▲30%
省エネ技術のさらなる向上
船型の改良や主機・推進器改良での達成

個船排出▲40%
上記に加えLNG/LPGなど、代替燃料の普及

総排出量▲50%以上
脱炭素燃料の導入

　GHG（温室効果ガス）排出量削減に向けた対応とし
て、当社は日本シップヤード株式会社とともに種々の検
討に取り組んでいます。従来、運航コストを低減するとい
う観点より省エネ船のニーズはあり、当社の競争力の根

幹となる技術として、それに向けた研究開発・商品開発を
継続実施し、優れた商品をお客様へ提案してきました。
　現在では、それらに加えGHG排出量削減の観点よ
り、新燃料適用を含めた様々な取り組みをしています。

環境型船舶の開発と建造によるGHG排出量削減

当社は、日本の造船業界のリーディングカンパニーとして、

これまでもESGのそれぞれの課題に取り組み、実践してきました。
本レポートで特に重要な課題について、その取り組みと成果をステークホルダーの方々にも

知っていただき、引き続き企業価値の向上と社会の持続的成長に貢献していきます。

分野 重要な課題 内容 主な取り組み SDGs

Environment
環境

Social
社会

Governance
ガバナンス

地球環境保全

安全衛生の推進

人権の尊重

地域貢献

内部統制システム

コンプライアンス

リスクマネジメント

情報セキュリティ

危機管理と
新型コロナウイルス
対策

人財の確保と育成

品質の確保・向上

環境型船舶、
洋上風力発電関連設備の
開発と建造

事業所の環境保全

安全活動の推進、健康経営

働き方改革の推進

教育研修

・省エネ装置の開発・改良
・実海域性能向上船型の開発・
 ビッグデータの活用
・新燃料導入の取り組み
・SEP船建造
・GI基金によるセミサブ型浮体の研究開発

・事業所の多方面にわたる環境・省エネ活動

・品質マネジメントシステムの運用徹底

・重大災害0件
・安全対話BOOKの制作
・「健康経営優良法人2022」の認定取得
・新型コロナウイルス感染拡大防止対策の実施

・人財方針による人財確保
・ワークライフバランスの推進

・各種教育の体系化
・体系的な教育研修による育成

・様々なハラスメント根絶
・働きやすい職場環境の構築

・取締役会、経営会議の定期的開催による
業務遂行

・コンプライアンス委員会の定期的開催に
よる課題解決
・社員のコンプライアンス意識の向上

・全社的リスク管理の実施と受注プロセス
管理の厳格化

・情報セキュリティ教育／訓練の実施

・新型コロナウイルス対策本部による方針
通知と諸施策の実施
・本社 大規模震災BCP策定

・幼稚園児童、小中学生の出航見送りへの招待
・地域短期大学への講師派遣
・ボランティア活動（清掃活動）

※当社では、「人は最大の財産である」との考えから「人財」としています。
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洋上風力発電への取り組みの歴史

　昨年GHG排出量の少ないLNGを燃料としたバルク
キャリアを受注いたしました。既に他船種のLNG燃料
船も開発が終了しており、今後、これらのLNG燃料船
の受注・建造を行なっていく
予定です。
　また、さらなるGHG排出量
削減のためには、脱炭素燃料
（アンモニア、水素など）の導入

が必要です。まだ規則も発行されていない状況です
が、商社、海運会社、船級、機器メーカーなど社外関係
者とともに研究開発・商品開発に取り組んでいます。

新燃料導入への取り組み

　船型の開発は、従来から平水中（波の無い理想的な
海象状態）での性能を中心に実施しています。しかし、
実運航時には波浪中を航行する状況が多く、そのよう
な実海域航行時の性能が重要になります。これまで
に、実海域性能に優れた数々の船型を開発してきて
おり、今後もさらなる改良や新船型の開発を進めてい
きます。 
　また、性能保証は、通常は建造時の平水中の性能が
対象ですが、当社では船舶運航モニタリングシステム

を活用し、業界に先駆けて、船舶が運航される実海域
での性能保証に取り組んでいます。

　船舶運航モニタリングSea-Navi®2.0を自社建造船
に標準装備し、リアルタイムで運航・運転状況をモニタ
リング、船舶の運航に関わるビッグデータを蓄積、先進
の船舶を生み出す研究・開発にデータを活用するなど、
船舶の安全運航を実現するサービスを提供しています。
　Sea-Navi®2.0には新環境指標のCII（Carbon 

Intensity Indicator：年/月間平均燃費実績）評価機
能などをいち早く実装することで、船主の環境対策へ
の積極的な取り組みを支援しています。
　また、ウェザールーティングや構造モニタリングによ
る安全運航支援、船舶運航ビッグデータとデジタル技

術を使った、お客様（船員・船舶管理）の働き方改革に
も貢献しています。

実海域性能向上・ビッグデータの活用

LEADGE-Bow®（レッジバウ） SP-Bow

環
境

環
境
型
船
舶
の
開
発
と
建
造
／
洋
上
風
力
発
電
関
連
設
備
の
開
発
と
建
造

重要な課題

● セミサブ型浮体の研究開発

取り組みのポイント

洋上風力発電関連設備の開発と建造

　当社は、1999年より複数の風車を合わせたセミサブ
トラス型風車浮体の自主研究を始め、2003年から環
境省向けセイリング型洋上風力発電装置の開発に参
画、2010年から東京大学と共同でアドバンストスパー
型の風車浮体の開発を行なっていました。

省エネ技術 ■ 省エネ装置の例

　脱炭素燃料導入後も省エネ技術は必要です。
当社は船型改良技術だけでなく、現在数々の省
エネ装置（SSD®、CRP、ALVｰFin®、T-Rupas、低
風圧居住区 など）を保有しています。今後もこれら
の改良を行なうとともに新しい装置を開発していき
ます。

無人運航船プロジェクト
　（公財）日本財団の無人運航船プロジェクト「MEGURI2040」における
DFFAS（Designing the Future of Full Autonomous Ship）コンソーシ
アムに参加し、無人運航システム搭載に関わるエンジニアリングを担当
しています。無人運航船の実証実験では、自律航行機能を搭載したコン
テナ船「すざく」と陸上から運航を支援する「陸上支援センター」を衛
星・地上通信回線で結び、東京港-津松阪港間の往復約790kmにおけ
る一連の航海を無人運航システムで成し遂げました。無人運航船は、乗
員作業の省力化や安全性向上といった昨今の社会課題の解決につな
がるものとして期待されています。

SSD®（Super Stream Duct®）／
SURF-BULB®

CRP（2重反転プロペラ）

洋上風力発電への取り組みとSEP船建造

福島浮体式洋上ウインドファーム実証研究事業への参画

　2011年からは経済産業省が主導する世界初の浮体
式洋上ウインドファーム実証研究事業に参画し、2013

年にアドバンストスパー型の世界初の浮体式洋上変
電所（サブステーション、ふくしま絆）を建造・設置し、
2016年にはアドバンストスパー型大型洋上風力発電
浮体（5MW、ふくしま浜風）を建造・設置しました。2017

年からはこれらの実証運転、保守・メンテナンスも担当
し、さらには2020年からは全浮体の撤去工事（デコ
ミッショニング）のエンジニアリングも担当しており、
国内企業の中でも有数の実績があります。 ふくしま浜風アドバンストスパー型大型洋上風力発電浮体

■ 主なプロジェクト等

●液化アンモニアガス運搬専用船の共同研究開発　●アンモニアの舶用燃料利用を目指したアンモニア燃料船の自社開発

および共同開発　●台船上オンサイト型水素ステーションの検討　●『一般財団法人 次世代環境船舶開発センター』への参画

CIIおよび格付けのリアルタイム表示

LNG Dual Fueled Bulk Carrier Ammonia Fueled VLCC Ammonia Fueled Ammonia 
Gas Carrier

無人運航実証航路
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　洋上風力発電に関する、風車の基本構造のひとつで
ある着床式の建設に必要不可欠なSEP船を、当社は建
造しています。今後は着床式も建設ステージからO&M

（Operation & Maintenance）のステージに移行する
とSOV（Service Operation Vessel）やCTV（Crew 

Transfer Vessel）といった船舶が必要となります。こ
れらの建造においても、当社がOil & Gas業界向けに建
造実績のあるOSV（Offshore Supply Vessel）の技術
が大いに活かされることになります。さらに浮体式の
建設に移行すると、沖合で波のある海域でも稼働率の
高いAHTSV（Anchor Handling, Tug, Supply Vessel）

やケーブル敷設船の建造が求められることになりま
す。当社はこういったニーズに合わせ、稼働率の高い洋
上風力作業船を建造・供給していきます。

洋上風力関連作業船への取り組み

環
境

洋
上
風
力
発
電
関
連
設
備
の
開
発
と
建
造
／
事
業
所
の
環
境
保
全

重要な課題

● 会社方針に基づいた事業所の多方面にわたる環境・省エネ活動

取り組みのポイント

事業所の環境保全

　当社は、「地球環境の保全が企業の社会的責務であ
るとの認識に立ち、環境と調和した事業活動を推進す
る」ことを環境理念として掲げています。各事業所は、
ISO 14001（環境マネジメントシステム）に従って、各事
業所に配置された環境・省エネ委員が中心となって、

環境・省エネ活動だけでなく、全社の環境・省エネ施策
のコンセンサスを得ながら、環境・省エネ目標の達成に
向けて推進しています。それらの活動は、環境・省エネ
委員会で定期的に報告され、継続的な改善に努めてい
ます。

　当社の使用エネルギーのほとんどが電力で（2021

年度電力使用量は全エネルギー使用量の約90％）、そ
の年間電力使用量は一般家庭の約50,000倍（環境省
資料による）にもなります。つまり、事業所の省エネ対
策の第一は、電力使用量を削減することにあります。全

電力使用量削減に向けた取り組み

社員の高い省エネ意識のもとに、工場の照明機器の
LED照明への変換、昼休みの事務所の消灯、一斉休業
日の設定、変圧器のトップランナーへの変更、環境・省
エネ委員による巡回パトロール等々の地道な努力を
続けています。

　再生エネルギーの主電源化に向けた切り札といわ
れているのが洋上風力発電です。当社は前述したよう
に、洋上風力発電に関連する幅広い保有技術とこれま
での経験を生かして、洋上風力発電の拡大に大きく貢
献していきたいと考えています。2022年1月には経産
省/NEDOが推進するグリーンイノベーション基金の
『洋上風力発電の低コスト化』分野において、当社が幹

洋上風力発電の発展に向けて

事会社を務めるコンソーシアムが『浮体式洋上風力発
電の量産化及び低コスト化（セミサブ型浮体）』という
テーマでフェーズ１の研究開発に採択されました。
2023年度末まで継続する本研究開発で成果を出すと
共に、小規模ウインドファームの実証を行うフェーズ２
に採択されるよう、幅広い分野の企業と連携し、検討
を進めていきます。

事業所の環境保全と省エネ活動

トップランナー変圧器の導入（舞鶴） 夜の環境・省エネパトロール（呉） 照明のLED化推進（磯子）当社建造のAHTSV

　当社は「福島浮体式洋上ウインドファーム実証研究
事業」での様々な経験を踏まえて、経済性・製造性・信
頼性をキーワードに3つの特性を適切にバランスさせ
た大型風車対応の浮体コンセプトとして4本コラムの
セミサブ型浮体を開発し、水槽試験での動揺性能確
認、DNV（ノルウェー船級協会）からのStatement of 

Feasibility（概念承認）を経て、市場に投入しました。今
後、洋上風力発電市場が、沿岸に近いが適地が限られ
る着床式から、風況の良い沖合の浮体式に着実に移
行するものと思われることから、当社のコンセプトは
市場から好評をもって迎えられ、数多くの引き合い、事
業性検討のご要望をいただいています。今後、浮体式
洋上風力発電事業を担う発電事業者と詳細の検討
を続け、当社は浮体の建造・供給だけにとどまらず、

係留設備および海上工事・据付までも含む浮体全体の
EPCI※を請け負うべく、社内体制を構築していきます。

12MW風車浮体（セミサブ型）の開発とEPCIへの取り組み

大型風車対応の
4本コラムセミサブ型風車浮体（スケールモデル）

DNVより取得したSOF証書

※EPCI：海洋石油・天然ガス開発のプロジェクトでは、開発期のフェーズにおいて設計から調
達、建造、据付、試運転までの作業を伴い、それらすべての業務内容の設計
（Engineering）、調達（Procurement）、建造（Construction）、据付（Installation）
の略称を示す。

　2019年に施行された再エネ海域利用法に基づいて
2021年より着床式洋上風力発電が本格的に始まって
います。この着床式においてモノパイル（杭）施工/トラ
ンジション・ピース（接合部）搭載/風車搭載の効率的
施工に欠かせないのが、SEP船（Self-Elevating 

Platform）※です。当社はOil & Gas業界におけるジャッ
キアップリグ等の建造経験を生かし、SEP船の建造に
いち早く取り組み、2018年に五洋建設向けに日本で
初めて建造されたSEP船（CP-8001）を引き渡し、現在
は大林組 /東亜建設向けSEP船および清水建設向け
SEP船を建造中です。前者は当社のオリジナルデザイ
ン、後者は世界最大級の大型船となり、現マーケットで

主流の大型風車（12MW級）3基を同時に施工可能で
す。今後もSEP船の建造を通して効率的な着床式洋上
風力発電の建設に貢献していきます。

日本初のSEP船建造

※SEP船（Self-Elevating Platform）：自己昇降式作業台船

SEP型多目的起重機船「CP-8001」 建造中のSEP船（呉）
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重要な課題

社会

安全・安心に貢献しつつ“人”を育て魅力ある
職場を実現することで、品質・安全・安心の
観点から社会の発展に貢献していきます。

● 品質マネジメントシステムの運用徹底

CHAPTER 02 SOCIAL

取り組みのポイント

品質の確保・向上
　当社はISO14001に従い、海洋汚染防止法、水質汚濁
防止法、大気汚染防止法、化審法、PCB処理特別措置
法、フロン排出抑制法、水銀に関する水俣条約等の環
境に関する各種法規を遵守し、環境保全を最優先とし

た活動に取り組んでいます。
　また、油濁汚染水の海上への流出を想定した訓練を
実施し、万一の事態に備えています。

海洋汚染防止、水質汚濁防止、大気汚染防止等の活動について

一人ひとりの環境に対する意識改革について

総合排水処理場の緊急事態訓練（呉） 海洋汚染防止訓練（津） PCBの厳格管理（津）

社員のパソコンに表示された
環境・省エネデータ（津）

施設内各所に配置された電子掲示板に表示された
環境・省エネデータ（有明）

建屋への意識啓発の掲示（因島）

廃棄物対策について

木製電線ドラムの回収/再資源化（津） 3R活動（呉）

　循環型社会形成基本法（3R）を遵守するために、サ
プライチェーンから排出される保護材の削減や分別
の徹底により、一般廃棄物、産業廃棄物を減らし、再資

源化率を高める活動に取り組んでいます。また、化学
物質排出把握管理促進法を遵守して、対象化学物質
の排出量および移動量を厳格に管理しています。

　当社は、次の3点を品質方針とし、品質マネジメント
を実践しています。

　品質マネジメントシステム（Quality Management 

System：QMS）は、社長が統括責任者として各事業所・
各部門において確立、運用してISO9001認証を取得し
ています。
　全事業所品質保証部門長による品質委員会を品質

担当役員が主催して定期的に開催し、品質マネジメン
トの実施状況、改善、不適合の再発防止・予防について
の横通しを行なっています。
　また、年度毎に建造案件など状況に応じて品質目
標・計画を定めて全社活動を展開しており、2021年度
は『①不適合未然防止の強化、②基準は守る・守らせ
る、③自工程完結、④人の育成』を重点施策として掲げ、
取り組みました。
　管理値は、案件建造中に発生する仕損工事費、お客
様へ引き渡した後に発生する保証工事費として、各々
の目標（上限値）を定めて、それを達成すべく各事業所・
各部門で重点施策を具体化して、展開しています。
　重大な品質不適合が発生してしまった場合には、損
傷対策会議を実施して原因究明、該当事案への対応、
再発防止の策定を行ない、その情報を全社開示して類
似不適合再発防止、新案件での再発の未然防止を行な
うよう規定して運用しています。

品質の確保・向上

■ JMU 品質方針

1 お客様が期待する価値を的確に捉え、お客様
のご期待とご要望を満足する製品とサービス
を提供します。

2 品質マネジメントの確実な適用、継続的改善及
び不適合の予防を実施していきます。

3 社員一人ひとりがやりがいを持ってチャレンジ
し、全員参加で品質の向上に取り組みます。

　当社で働く社員一人ひとりが環境保全に対し高い
意識を持ち、より高い効果を得られるよう環境・省エネ

データをパソコンや電子掲示板に表示する活動も行
なっています。

JAPAN MARINE UNITED CORPORATION   ESG REPORT 20228 JAPAN MARINE UNITED CORPORATION   ESG REPORT 2022 9



協力会社を含め製造部門全員に配布。ベトナム人技
能実習生向けにベトナム語版も制作。

■ 安全で健康的な職場づくりの取り組み

●経営層のトップコミットメントの一環としてのレジリエンスプログラム
・「身体、情動、思考、精神性」の4つの健康を高め、個人と組織の活力を高める取り組み
●作業関連疾患の予防
・特化則改正に対応した溶接ヒュームの労働衛生管理
・熱中症予防/教育
●労働安全衛生法令等に基づく健康増進
・健康診断の実施・事後措置
・ストレスチェックの実施および職場改善の取り組み
・長時間労働者に対する面接指導等
・傷病休職者の職場復帰支援
・受動喫煙対策
●健康保険組合とのコラボヘルス推進
・健康マイページサービス（PepUp）を活用した全社的な健康リテラシーの向上
・特定保健指導実施率の向上に向けた取り組み

■ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策

●全社共通対策
・対策本部の設置　・社長メッセージの配信
・本社通知「新型コロナウイルスに関する対応について」による
  制限事項の徹底
・ＭＫＳ＝マスク・換気・消毒（手指衛生）運動の全社展開
・デジタルサイネージを活用した啓蒙活動　・体調管理の徹底
●３密対策
・食事場所座席の間引き配置　・パーティションの設置
・時差勤務、時差休憩の導入　・テレワーク、ＴＶ会議の活用

●換気対策
・窓開け換気　
・サーキュレーター設置

社
会

安
全
衛
生
の
推
進

重要な課題

● 重篤な災害防止と全社的な安全衛生活動

取り組みのポイント

安全衛生の推進

　当社は「安全はすべてに優先する」を基本理念とし、
安全衛生管理方針に基づいてグループ会社や協力会
社と一体となって安全で健康的な職場づくりに取り組
んでいます。
　安全活動は各事業所で重点取り組み方針に沿って
職場パトロールや法令教育を実施するなど災害防止
のための活動を行なっています。
　2021年度も過去の労働災害傾向から、発生数およ
び重篤者発生率が高い「墜落・転落災害」を防止するこ
とを主な取り組みに掲げ、全社的な活動である「安全
衛生総合点検」を全事業所で実施しました。また、2020

年度に設置した経営トップ層による安全に特化した
「全社安全検討会」を継続しました。

　安全意識の向上を図るため、読むだけではなく周囲
と安全について会話するきっかけとなるよう安全対話
BOOKと名付けています。

安全活動の推進

ハーネスルールの教育（有明） 疑似体験教育（JMUアムテック）

熱中症対策[朝ミーティング]
（JMUディフェンスシステムズ）

安全パトロール（因島） KYY（危険・予知・予防）レベルアップ
活動（津）

喫煙所パトロール（磯子）

■ 2021年度の安全活動の主な取り組み

●特別安全対策指定事業所制度の運用
●本社通達による事業所安全活動の強化
●安全活動のＰＤＣＡ
・安全衛生マネジメントシステムの運用
・安全パトロール隊活動の推進
・５Ｓ活動の継続
・コミュニケーション向上推進活動
・安全衛生教育訓練
・安全対話BOOK（小冊子）の制作

　これらの着実な活動の結果、安全成績は重大災害0

件で年度目標を達成しました。

　当社は「主体的に健康管理をする健康文化といきい
き職場の構築」を活動基本方針に掲げ、経済産業省に
よる健康経営度調査、プレゼンティーズム（就業に支
障のある健康問題を抱える社員数）、組織の総合健康
度指数（ストレスチェックによる測定）を評価項目に設
定し、各種取り組みを行なっています。
　これらの取り組みは「社員の健康保持・増進に取り
組むことにより、社員と組織の活性化をもたらし、結果
的に業績向上や組織としての価値向上に寄与するこ
と」という目的で実施しており、その結果として2021年

衛生活動および「健康経営」の推進
度には「健康経営優良法人2022（大規模法人部門）」の
認定をいただきました。

　社長を推進体制のトップとし、経営会議等で協議し
ながら各施策に取り組んでいます。具体的には、人事
部門、安全衛生環境部門、産業医、保健師等および労働
組合や健康保険組合と連携し、社員の健康管理と健
康増進施策を推進しています。

　職場内で感染を拡大させないために、本社や各事業所で様々な対策を実施しました。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策

MKS運動啓蒙ポスター

スロージョギングの実践

■ 推進体制
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　当社は最も重要な経営資源である「人財」の確保・育
成に取り組んでおり、能力を最大限発揮して個人と企

業の成長を実現するために、「JMU 人財方針」を策定し
ています。

人財の確保と育成

■ 人財方針

1 法令の遵守及び働く全ての社員の人権を尊重すると
ともに経営理念を実現できる人財を育成し、公平で
公正なマネジメントを行っていく。

2 性別、年齢、国籍、障がいの有無等に関わらず、多様な
人財が能力を最大限発揮できる環境を整備する。

4 変化のスピードが激しく、複雑で不透明な事業環境
のもと、グローバルな競争を勝ち抜くために多様で
優秀な人財を採用していく。

5 自ら主体的に挑戦し続けられる人財を育成するとと
もに、技術・技能の蓄積と伝承を着実に実施する。

3 人を育てる組織風土を醸成し、安全・健康で働きがい
のある職場環境を構築する。

重要な課題

● 法令遵守と基本的人権の尊重の徹底

取り組みのポイント

人権の尊重

社
会

人
財
の
確
保
と
育
成
／
人
権
の
尊
重

　当社は、人権に関わる国際規範（「世界人権宣言」「国
際人権規約」という国際人権章典、国際労働機関（ILO）
の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」）
を支持・尊重し、人権の尊重は企業活動の基盤である
と考え、人権啓発活動に取り組んでいます。
　また、働く全ての社員の人権を尊重し、性別、年齢、国

人権の尊重

　当社は、これまで蓄積された技術・技能をしっかりと
継承し、進化させていくことが企業活動を継続するた
めにも必要不可欠であると考えており、一人ひとりが

能力を最大限発揮し、個人も企業も成長し続けられ
るような環境を提供するとともに、複雑化する経営環
境の変化に柔軟に対応できる人財を育成しています。

教育研修

　当社で働く、また当社への就職
を希望する全ての人が目指すべき
人財像を明示し、これを採用、教
育、評価、処遇等における共通の
指針としています。
　新卒採用については、2020～
2021年度の2ヵ年で、総合職20名
（うち女性2名）の実績があります。

　また、研究開発や設計スキルアッ
プ、品質向上のための若手勉強会
等の活動成果について、毎年、社長
や役員に対して報告会を開催する
など一人ひとりの成長を促す取り
組みも積極的に行なっています。

求める人財像

現状に満足せず、常に問題意識を持ち、より良いものを求め、目
標を定め変革・改革に挑戦することができる。
常に変化している世の中に対応するため、強い意志を持って自
らを変革することができる。

志
Ambition

仕事に誇りと責任を持ち、自分の専門性を高めていく。社内、業
界、産業界、世の中で自分がNO.1と言える知識と見識を持つ。
担当分野のプロフェッショナルとして困難な場面でも諦めずに
やり抜く力を身につける。

専門性
Professional

常に相手を尊重し、相手の身になって考え共感する姿勢で、周
囲と信頼関係を構築できる。　
多様な人財の中で、誠実に主体的にコミュニケーションを図り
組織に貢献することができる。

人間性
Humanity

■ 教育体系図

経営人財育成
階層別

スタッフ職 技能職
人権

コンプライアンス
技術・ビジネス
スキル

幹部職

一般職

入社前

人
権
教
育
、コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育

指
導
員

公
開
講
座

通
信
教
育
講
座

語
学
研
修

財
務
初
歩

JMU経営塾

内定者

入社時
2年目

4年目

総括職
昇格

中堅

班長特別

新任班長

新任職長

次世代
リーダー育成

幹部職昇格
新任グループ長

籍、障がいの有無等を理由とした差別行為を行なわな
いのはもちろんのこと、パワーハラスメントやセクシャ
ルハラスメント等のハラスメントを根絶し、働きやすい
職場環境をつくり上げています。
　これらの人権への取り組みを推進するために、代表
取締役社長が委員長を務めるコンプライアンス委員会

重要な課題

● 「JMU 人財方針」に基づいた人財の育成と働き方改革の推進

取り組みのポイント

人財の確保と育成

研究開発成果の全社報告会

現場管理職へのスキル向上研修

　個人と組織の成長を実現するためには「働き方改革」「ワーク・ライフ・バラン
ス」「健康経営」が必要であるとの認識のもと、労働組合とも連携して「働き方改
革労使委員会」を設置して各種取り組みを推進しています。
　当社は、在宅勤務制度、時間単位年休制度、出産準備休暇（本人・配偶者とも）、
チャイルドケア休暇などを導入しています。

働き方改革の推進

個人の成長
組織の成長

働き方改革

ワーク・
ライフ・
バランス

健康
経営

　2021年度は製造部門の若手幹部職向けに、職場のリーダーあるいはプロジェク
ト・マネジャーとして期待される役割を果たすために必要なスキルを向上する研修
を実施しました。
　また、技能系社員のスキル向上と全社横通しの技能評価を実現するためにスキル
管理システムを導入し、試験適用を経て本格導入に向けての検討を開始しています。

製造部門の若手幹部職スキルアップ研修とスキル管理システム
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重要な課題

ガバナンス

公正で透明性のある企業活動を行うために
ガバナンスの強化を図り、健全な企業運営を
推進し、企業価値向上を目指します。

● 内部統制システムの徹底による透明性の確保

CHAPTER 03 GOVERNANCE

取り組みのポイント

内部統制システム

　当社の経営上の重要事項は、会社規則に定められた
手続きに従って、取締役会および経営会議の場で審
議・決定しており、さらには、株主であるＪＦＥホール
ディングス株式会社、株式会社ＩＨＩ、ならびに今治造
船株式会社に適宜報告し、必要な承認を得ています。
2021年度は、取締役会を15回、経営会議を47回開催し
ました。
　関係会社（20社）の管理については、会社規定により
当社への報告・承認のルールを定め、これを実行すると
ともに、定期的な連絡会議の開催により、グループガバ
ナンスの強化を図っています。また、各社に当社からの

取締役および監査役（兼務）を配置しています。
　監査役は、取締役会をはじめ重要会議への出席、取
締役、執行役員等へのヒアリングや事業所往査等を通
じて、取締役の職務執行の適法性および妥当性を監
査しています。併せて、会計監査人および内部監査部
門との連携強化により監査全般の実効性の向上に努
めています。
　内部監査については、業務監査のテーマを定め、それ
ぞれの業務について、法令や社内ルールに則った運用
がなされているか監査を実施し、各関係部門にて改善
を図っています。

内部統制システム

地域社会との交流

　幼稚園児童、小中学生を出航見送りに招待し、子供たちに夢と感動を与える活動
を行なっています。また、各事業所で開催される「事業所祭」にて工場内を開放し、
地域の皆様に当社の魅力を肌で感じていただく活動を行なっています。

　安全・安心で暮らしやすい町づくりを目指し、各種ボランティ
ア活動に積極的に参画しています。

工場見学

重要な課題

● 各種イベントを通した地域との交流

取り組みのポイント

地域貢献

　当社は、様々な地域活動に積極的に参画し、地域・社会の信頼に応え、「社会から信頼される会社」を目指しています。

地域貢献

ボランティア活動

駅周辺の清掃活動（横浜）

「因島水軍まつり」の小早レースへの出場（因島） ベトナム人技能実習生と中学生との
異文化交流（呉）

小学生による出航見送り（有明）

　地域主催の各種イベントへの参加を通じた地域
の皆様との交流を図っています。
　また、高校や短期大学に講師を派遣し地域の将
来を担う人財の育成にも力をいれています。

の傘下に、総務担当役員が議長となる「（全社）人権啓
発推進会議」を設置するとともに、各事業所にも各事
業所長が議長となって「（事業所）人権啓発推進会議」
を設置して各種取り組みを進めています。さらに、各
事業所に「人権・ハラスメント相談窓口」を設け、問題の
早期発見と対応・対策を実施しており、全社および各
事業所の人権啓発推進会議において、情報の共有や
啓蒙活動に努めています。
　また、入社時研修や役職者等の階層別研修だけで
はなく、「JMUグループハラスメントガイドブック」を全
社員に配布したり、e-learningによる研修を通して、人
権意識の向上を図っています。

JMUグループ
ハラスメントガイドブック

■ 推進体制

JMUコンプライアンス
委員会

（全社）
人権啓発推進会議

（事業所）
人権啓発推進会議

各事業所
人権・ハラスメント

相談窓口

　障がい者雇用については、特例子会社であるJMUビ
ジネスサポート株式会社を中心に、法令に即して積極
的な雇用に努めています。
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重要な課題

● 全社的リスク管理の実施と受注プロセス管理の厳格化

取り組みのポイント

リスクマネジメント

重要な課題

● 危機のレベルに応じた管理体制の構築と実践

取り組みのポイント

危機管理と新型コロナウイルス対策

　当社は、コンプライアンスを企業が健全な事業運営
のもと継続的に成長し、生き残っていくための大前提
のひとつであると位置づけています。また、企業が健
全な事業運営を行なっていくためには、経営陣から社
員一人ひとりまで、経営判断、日常業務、働く環境のす
べてにおいて、コンプライアンスの基準を満たす必要
があると考えています。
　通常、法令遵守と訳されるコンプライアンスを、「明文
化された法令や社内規定を遵守することにとどまら
ず、常識、慣習、社会的規範を尊重し、倫理観を重視し
た判断や行動をすること」と定義しています。具体的
には、日常の活動の指針となる「コンプライアンス指
針」を制定し、一人ひとりが、「企業理念」「経営方針」「行
動指針」および「コンプライアンス指針」をよく理解し
て、その実践に努め、健全で社会に貢献しながら発展
し続ける強い会社となるよう、コンプライアンス活動
を推進しています。
　コンプライアンス活動の推進母体として、コンプラ
イアンス委員会を定期的に開催し、社内規程に基づ
き、施策の審議・決定、モニタリング、重要事案発生時
の対応等を実施しています。社内だけでなく、社外にも
相談窓口を設けて、コンプライアンスに関する相談を
受け付け、問題点の早期発見を図っています。また、社
員の意識向上を図るため、教育・研修の実施、「コンプ

ライアンス ハンドブック」や「コンプライアンス指針」
の配布など各種施策を実施しています。
　2021年度は、コンプライアンス委員会を四半期毎に
年4回開催し、当年度は、ハラスメントアンケート調査を
実施し、実態の把握を行うとともに、当年度のテーマで
ある労働時間管理を含めコンプライアンスに関する事
項について報告・審議し、改善・対応を図りました。ま
た、全社向けにe-learningによるコンプライアンス教
育（設問と回答）を5回実施したほか、社内報にコンプ
ライアンスに関する話題をわかりやすく解説した「コ
ンプライアンス・セミナー」を連載するなど、社内啓発
を行ないました。

重要な課題

● コンプライアンス委員会の定期的な開催による
　 課題解決と教育・研修等によるコンプライアンス意識の向上

取り組みのポイント

コンプライアンス

コンプライアンス

　当社は、2019年に経営企画部にリスク管理グループを
発足させ、各事業本部でのリスク管理に加え、コーポ
レート部門による客観的かつ包括的な全社的リスクとプ
ロジェクトリスクの管理強化に取り組んでいます。
　全社的リスクについては、「内部統制システム構築の
基本方針」に基づき、リスクの認識に努め、リスクを確
認・評価し、リスクの発生頻度や影響の低減を図って
います。ここでいうリスクとは、事業目的の達成を困難
にする要因や障害のことをいいます。さらに、網羅的に
リスクを捉えるとともに、経営会議での確認・評価を定
期的に行ない、PDCAを回しています。

　リスク管理グループは、プロジェクトリスクについて
は、受注意思決定段階でリスクの認識とその回避策を
充分に検討すべく、コーポレート部門と事業部門を連携
させ、受注プロセス管理の厳格化に取り組んでいます。
　また、当該事業部門以外の知見が必要な案件に対し
ては、他部門の有識者や専門家を招集し、リスクレ
ビューを実施します。必要なプロセスを経た後に、社長
が関係役員等を招集し、新設計船、大型改造や採算の厳
しい案件等を対象に、内包するリスクと回避策、受注に
際しての必要条件等について審議し、受注方針を決定
するなどリスク管理に取り組んでいます。

リスクマネジメント

コンプライアンスハンドブック

　当社は、事業運営に重大な影響を及ぼす事象（重大
な天災や労災、環境汚染、重大な商品の欠陥、重要な取
引先の倒産、伝染病感染などの危機）が発生した時の
会社の対応に関する事項を「危機管理基本規程」で定
めており、BCPの策定にも努めています。財産・社会的
信用の毀損、事業活動の長期間の停止などの危機レベ
ルによって危機対策本部を設置し、①情報の収集、分
析、確認、②事業運営に対する影響度の分析、③対応

策の検討、決定、実施、④再発防止策の検討、決定、実
施、⑤関係部署への連絡、報告、調整、⑥ステークホル
ダーや報道機関等の対外報告や説明内容の調整など
の対応を行ないます。これに関連して、本社では2021

年度に大規模震災を想定したBCPを策定しました。
　新型コロナウイルスへの対策については、本社に設
けた新型コロナウイルス対策本部の下で政府や自治
体の施策に準じて、様々な対策を継続しました。「安全

危機管理と新型コロナウイルス対策
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国内
株式会社 JMUアムテック

株式会社 IMC

ＪＭＵディフェンスシステムズ 株式会社

株式会社 有明エンジニアリング

株式会社 JMUシステムズ

JMUビジネス・サポート 株式会社

株式会社 アイ・イー・エム

株式会社 津マリン製作所

株式会社 京浜マリン製作所

株式会社 アイイーシー

海外
Nihon Shipyard UK Ltd.

IMBV B.V.

Japan Marine United Singapore Pte Ltd.

IEMV LTD.

石川島船舶工程（上海）有限公司

日聯海洋（大連）商貿有限公司 （JMU大連）

大連大立鋼製品有限公司

中鋼海洋工程服務有限公司

関連会社
日本シップヤード株式会社

グループ会社

社名

本社所在地

TEL／FAX

代表者

事業内容

創立

資本金

ジャパン マリンユナイテッド株式会社
（英文名：Japan Marine United Corporation）

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号

TEL：045-264-7200　FAX：045-264-7202

代表取締役社長　千葉 光太郎

船舶・艦艇・海洋浮体構造物等の設計、製造、販売等

2013年1月1日

575億円

神奈川県横浜市西区みなとみらい
四丁目4番2号

❶本社

熊本県玉名郡長洲町大字有明1番地
❷有明事業所

広島県呉市昭和町2番1号
❸呉事業所

広島県呉市光町5番17号
❹呉事業所（新宮地区）

三重県津市雲出鋼管町1番地3

❺津事業所

京都府舞鶴市字余部下1180番地
❻舞鶴事業所

神奈川県横浜市磯子区新杉田町12番地
❼横浜事業所（磯子工場）

横浜市鶴見区末広町二丁目１番地
❽横浜事業所（鶴見工場）

広島県尾道市因島土生町2477番地16

❾因島事業所

三重県津市雲出鋼管町1番地3

10技術研究所（津）

神奈川県横浜市磯子区新中原町1番地
11技術研究所（横浜）

❼11

❷

❸❹
❾

❻

❺10
❶

❽

　当社は、一般商船、風力発電といった船舶海洋関係、
艦艇をはじめとする防衛関係といった幅広い分野の
製品を提供しており、各分野の要求に対してお客様に
関する情報、製品に関する情報を適切に管理、保護す
るために情報セキュリティの維持、向上に努めています。
　基本方針として、「情報セキュリティ基本規程」を定
め、社内規則として情報および情報システム管理、利用
における情報セキュリティ管理規程を整備し、法令や
契約遵守はもちろんのこと、船舶海洋分野のリーディ
ングカンパニーとして実施すべき情報セキュリティ規
則を定めています。
　全社横断的な運営組織として情報セキュリティ委員

会を設置して内部からの情報漏えい、外部ネットワー
クからの不正侵入の防止対策の実施に取り組んでい
ます。
　また、社内の情報セキュリティ意識の向上を図るため、
教育訓練を実施しています。2021年度は、従業員に対
する標的型攻撃メール訓練を3回、e-learningによる
情報セキュリティ教育を1回実施しました。
　国際化、高度化するサイバー攻撃については、PDCA

サイクルを回しながら、現在の対策を維持しつつ、国際
化、高度化する脅威に対応するため、国際的な情報セ
キュリティ基準に準拠したさらなる対策の強化に取り
組んでいきます。

衛生の推進」で述べたように基本的な施策としては、
マスク着用（M）、換気の徹底（K）、手指の消毒（S）を重
点実施項目とする「MKS運動」の全社的な展開、通勤

や食事時の密回避策、本社を中心に在宅勤務を推進
するために必要なモバイルツールの拡充や人事規程の
見直しを行ないました。

重要な課題

● セキュリティ意識のさらなる向上

取り組みのポイント

情報セキュリティ

情報セキュリティ 事業拠点

会社概要
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